


過去半年間に利用された方の在宅復帰状況等によって基本料金が異なります。

１日

  要介護度および個室・多床室の利用により料金が異なります。

  また、当施設の体制・状況に応じて以下の料金が加算されます。

  『在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅱ』…５１円／１日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
  『サービス提供体制強化加算』…２２円／１日
  『夜勤職員配置加算』…２４円／１日

１日

１日

１日

１日

１日

１日

１日

１日

１日

１日 食材料費及び調理費相当の金額です。

１日
光熱水費相当の金額です。

１日

１日 石鹸・シャンプー類、ペーパー類、日用衛生材料、諸材料、行事費、その他が含まれます。

１日

外泊の際にも室料は算定されますのでご了承ください。
１日

１日

１日

※所得の低い方の負担額について

世帯年収が一定額以下の方は、食費と居住費が以下の金額に軽減される措置があります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
この場合、お住まいの市区町村へ申請を行い、以下のいずれかの認定を受ける必要があります。

○第１段階･･･生活保護受給者又は世帯全員が市町村民税非課税である老齢福祉年金受給者で預貯金が1,000万円（夫婦の場合2,000万円）以下

　　　食費・・・１日　３００円　　　多床室の居住費・・・１日　０円　　　個室の居住費・・・１日　５５０円

○第２段階･･･世帯全員が市町村民税非課税であって、年金収入金額＋合計所得金額が82.65万円以下、かつ預貯金が650万円（夫婦の場合1,650万円）以下

　　　食費・・・１日　３９０円　　　多床室の居住費・・・１日　４３０円　　　個室の居住費・・・１日　５５０円

○第３段階①･･･世帯全員が市町村民税非課税であって、年金収入金額＋合計所得金額が82.65万円超～120万円以下、かつ預貯金が550万円（夫婦の場合1,550万円）以下

　　　食費・・・１日　６８０円　　　多床室の居住費・・・１日　４３０円　　　個室の居住費・・・１日　１３７０円

○第３段階②･･･世帯全員が市町村民税非課税であって、年金収入金額＋合計所得金額が120万円超、かつ預貯金が500万円（夫婦の場合1,500万円）以下

　　　食費・・・１日　１４２０円　　　多床室の居住費・・・１日　５３０円　　　個室の居住費・・・１日　１４７０円



１回
施設内に安全対策部門を設置し、外部の研修を受けた担当者が配置され、組織的に安全対策を実施する体制が整備されている
場合、入所時に１回に限り算定されます。

１月
利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の開催や必要な安全
対策を講じた上で、生産性向上ガイドラインに基づいた改善活動を継続的に行っている場合に算定されます。

１月
当施設が協力医療機関との間で感染症の発生時の対応を取り決め、感染症の発生時に協力医療機関と連携し適切に対応して
おり、指定された医療機関が定期的に行う院内感染対策に関する研修又は訓練に年１回以上参加している場合に算定されます。

１月
診療報酬における感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関から、３年に１回以上施設内で感染者が発生した場合の感染
制御等に係る実地指導を受けている場合に算定されます。

１月 協力医療機関との間で、入所者様の現病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催している場合に算定されます。

１月
入所者様全員のADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の心身の状況に係る基本的な情報、疾病の状況、薬剤情
報を国へ提出してフィードバックを受け、ケアプランや計画への反映、ケアの質の向上の取り組みをしている場合に算定されます。

１日
急性期医療を担う医療機関の一般病棟への入院後30日以内に退院し、新規で入所された方に対し退院日より30日間に限って、1
日につき算定されます。

１日 新規で入所された方に対し入所後30日間に限って、1日につき算定されます。初期加算Ⅰを算定している日は算定しません。

１回
入所前30日以内又は入所後7日以内にご自宅等を訪問し、退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決定に加
え、生活機能の改善目標及び退所後も含めた支援計画の策定を行った場合に算定されます。

１月
医師・理学療法士や作業療法士・その他の職種が共同してリハビリテーション計画を作成し、入所者様の変化に応じて評価・計画
の見直しをし、入所者様またはご家族に説明をし、継続的にリハビリの質を管理している場合に算定されます。

１日
入所後3ヶ月以内の期間に集中的にリハビリテーションを行った場合に、個別訓練を行った日に限り算定されます。また入所時及
び１月に１回以上ＡＤＬ等の評価を行うとともに、その評価結果等の情報を国へ提出している場合に算定されます。

１日
入所後3ヶ月以内の期間に集中的にリハビリテーションを行った場合に、個別訓練を行った日に限り算定されます。短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘ
ﾃｰｼｮﾝ実施加算Ⅰを算定している場合には算定されません。

１日
認知症と医師が判断した方に対して居宅等を訪問し、把握した生活環境を踏まえたリハビリテーション計画を作成し、入所後3ヶ月
以内の期間に集中的にリハビリテーションを行った場合に、個別訓練を行った日に限り算定されます。

１日
認知症と医師が判断した方に対して、入所後3ヶ月以内の期間に集中的にリハビリテーションを行った場合に、個別訓練を行った
日に限り算定されます。認知症短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実施加算Ⅰを算定している場合には算定されません。

１月 褥瘡ケア計画に基づき褥瘡管理を行い、少なくとも3ヶ月に1回ケア計画を見直している場合に算定されます。

１月
褥瘡マネジメント加算Ⅰの要件を満たし、且つ、入所時等の評価の結果褥瘡が発生するリスクがあるとされたが褥瘡の発生のない
場合、または入所時に褥瘡があって治癒した場合に算定されます。

１月 排せつ支援計画に基づき排せつ支援を実施し、少なくとも3ヶ月に1回支援計画を見直している場合に算定されます。

１月
排せつ支援加算Ⅰの要件を満たし、入所時より排尿又は排便の状態の少なくとも一方が改善すると共にいずれにも悪化が無い場
合、またはおむつを使用していたが使用しなくなった場合、または尿道カテーテルが抜去された場合に算定されます。

１月
排せつ支援加算Ⅰの要件を満たし、入所時より排尿又は排便の状態の少なくとも一方が改善すると共にいずれにも悪化が無い場
合、または尿道カテーテルが抜去された場合であって、且つ、おむつを使用していたが使用しなくなった場合に算定されます。

１月
医師が自立支援のために特に必要な医学的評価を入所時に行い、医師、看護師、介護職員、介護支援専門員、その他の職種の
者が共同して自立支援計画を策定しそれに従ったケアを実施し、3ヶ月に1回見直している場合に算定されます。

１日
経管により食事を摂取する方について、経口摂取を進めるために、医師の指示に基づく栄養管理を行なう場合に180日を限度とし
て算定されます。

１月
経口による食事摂取をしているが、著しい摂食障害を有し誤嚥が認められる方について、医師の指示により、経口摂取維持を進め
るための特別な管理を行う場合に算定されます。

１月
経口維持加算Ⅰの要件を満たし、専門医（医師、歯科医師）、歯科衛生士又は言語聴覚士の介入がなされた場合に経口維持加
算Ⅰに加えて算定されます。



１月
歯科衛生士により口腔衛生等の管理を月2回以上行われ、口腔衛生等の管理に係る計画の内容等の情報を国へ提出している場
合に算定されます。

１回
当施設入所者様が医療機関に入院し、施設入所時とは大きく異なる栄養管理が必要となった場合、当該医療機関の管理栄養士
と相談の上、栄養ケア計画を作成し当施設へ再入所した際に1回に限り算定されます。

１食
医師の指示箋に基づく療養食を提供した場合に算定されます。糖尿食、腎臓食、肝臓病食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓病食、高脂
血症食、痛風食及び特別な場合の検査食などが該当します。

１日
外泊された場合は要介護度の程度にかかわらず、サービス費がかからずに１日につき362円が算定されます。外泊の初日と施設
に戻られた日は外泊扱いとはなりません。なお、外泊の際にも居住費の料金は算定されますのでご了承ください。

１日

一般に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがない状態であると医師によって判断された方に対し、ターミナルケア
に関する計画が作成され、入所者の意思を尊重し、状態や希望に応じたターミナルケアが医師、生活相談員、看護職員などの職
員によって行われた場合に加算されます。死亡日以前31日以上45日以下は1日72円、死亡日以前4日以上30日以下は160円、死
亡日以前2日又は3日は910円、死亡日は1900円が算定されます。

１月
認知症ケアについて、個別にカンファレンスの開催、計画の作成、認知症の行動・心理症状の有無及び程度についての定期的な
評価、ケアの振り返り、計画の見直し等を行うと算定されます。

１回
入所前に６種類以上の内服薬が処方されており、かかりつけ医に対し状況に応じて処方の内容を変更する可能性があることを説
明、合意を得、内服薬の総合定期な評価、調整を行い、退所時にかかりつけ医に情報提供をした場合に算定されます。

１回
入所前に６種類以上の内服薬が処方されており、内服薬の総合定期な評価、調整を行い、療養上の指導を行った場合に算定さ
れます。

１回 かかりつけ医連携薬剤調整加算Ⅰイまたはロの要件を満たし、服薬情報等を国へ提出している場合に算定されます。

１回 かかりつけ医連携薬剤調整加算Ⅱの要件を満たし、内服薬の種類を1種類以上減少された場合に算定されます。

１日
感染症対策に関する研修を受講している医師が、肺炎、尿路感染症、帯状疱疹、蜂窩織炎、慢性心不全の増悪のいずれかに該
当する方に対し、投薬、検査、注射、処置等の治療を施設にて行った場合に、1月に1回、連続する10日を限度に算定されます。

１日 容体が急変した場合等、緊急時に所定の対応を行った場合に1月に3日を限度として算定されます。

その他厚生労働省令で定められた特定の治療を行った場合は、所定の額の1割をご負担いただきます。

１日
新興感染症のパンデミック発生時等において、必要な感染対策や医療機関との連携体制を確保した上で感染した高齢者を施設
内で療養を行った場合に、1月に1回、連続する10日を限度に算定されます。

１回
入所前後３０日以内に、退所後利用予定の居宅介護支援事業所と連携し退所後の居宅サービス等の利用方針を定め、また、退
所前に必要な情報を提供し居宅介護支援事業所と連携して退所後の居宅サービスの調整を行った場合に算定されます。

１回
入所者様の自宅等への退所に先立って、居宅介護支援事業所に対して、文書により利用者様の療養に必要な情報を提供し、ま
た居宅介護支援事業所と連携して退所後の居宅サービスの調整を行った場合に算定されます。

１回
入所者様が自宅等へ退所される際、主治医に対し入所者様の診療情報、心身の状況、生活歴等を示す情報を提供した場合した
場合に算定されます。

１回
入所者様が病院等へ退所される際、当該医療機関に対し文書により利用者様の心身の状況、生活歴等を示す情報を提供した場
合に算定されます。

１回
厚生労働大臣が定める特別食を必要とする方又は低栄養状態にあると医師が判断した方が退所される際に、管理栄養士が、退
所先の医療機関等に対して、当該者の栄養管理に関する情報を提供した場合に算定されます。

１回 退所後に訪問看護が必要と認められ、指定訪問看護ステーションに対し、指示書を交付した場合に算定されます。



介護人材の確保や処遇の改善を図る目的で創設された加算で、キャリアパス要件、職場環境等要件を満たした施設に対し、請求
総単位数に算定されます。加算の全てが介護職員等の処遇の改善のために利用されます。

通常時
１ネットにつき

当施設に私物の洗濯を依頼された場合の料金です。通常、入浴時に本人専用ネットに入れて専門業者に依頼します。
水洗い、タンブル乾燥となります。不潔な物品については汚物処理機で予洗いをしてから依頼します。タンブラー乾燥機使用不可
のものの持ち込みはご遠慮ください（縮む恐れがあります）。臨時的に当施設で行った場合は左記下段の料金となります。臨時

仕上げ重量0.1ｋｇ毎に　

１日 入浴時に使用するバスタオル、フェイスタオルについて、専門業者からリースしたものを使用する場合の料金です。

内容により料金が異なります。詳細については施設内の掲示をご覧ください。ご希望の場合はご予約が必要です。

・診断書、証明書等の費用は旭中央病院の規程に準じた金額が算定されます。

・簡単な消耗品の補給、食品の追加等は時価でご負担いただく場合があります。

右記の条件で計算した場合→要介護３・多床室を利用・洗濯代は含まず・入所後３ヶ月以内で短期集中リハビリを週５回、認知症短期集中リハビリを週３回実施した場合）

　

サービス費（在宅強化型、体制加算等を含む） １，１１１円×３０日＝３３，３３０円

※左記は計算例です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
要介護度、個別リハビリテーションの実施などによ
る加算の算定状況、外泊日数、個室の利用、私物
洗濯代などにより、ご負担料金は入所者様ごとに
異なりますのでご注意ください。

全入所者様月１回算定の５加算★ １８５円×　１回＝ 　　 １８５円

短期集中リハビリテーション実施加算 ２５８円×２０回＝  ５，１６０円

認知症短期集中リハビリテーション実施加算 ２４０円×１２回＝  ２，８８０円

介護職員等処遇改善加算Ⅳ ４１，５５５円×６．９％＝  ２，８６７円

食費 １，９００円×３０日＝５７，０００円

居住費 ６０７円×３０日＝１８，２１０円 ★生産性向上推進体制加算

日常生活費 ６００円×３０日＝１８，０００円 高齢者施設等感染対策向上加算Ⅰ

合計 １３７，６３２円 高齢者施設等感染対策向上加算Ⅱ

協力医療機関連携加算

科学的介護推進体制加算Ⅱ


